
○ 徳島県南部地域（ＪＲ牟岐線の運行本数が少ない阿南駅以南）における公共交通利用者の利便性を確保す
るため、徳島バス㈱の運行する高速バスについて、鉄道と並行して一般道を運行する一部区間において、途中乗降
を可能としているところ。今般、独占禁止法特例法に基づく国土交通大臣の認可を受け、当該区間における共通運
賃・通し運賃の実現を内容とする共同経営を行う。

徳島県南部地域におけるＪＲ四国と徳島バスの連携について

取組の内容
徳島県南部（阿南駅以南）の地域間移動の利便性向上を図るため、
ＪＲ牟岐線に並行して運行する徳島バスのＪＲ乗車券類による利用を実現。

共通運賃・通し運賃の設定及び収入調整

○ ＪＲ切符等でバスを利用可能とすることで初乗り運賃が不要となる。
○ 事業者間での運賃差を埋める配分方法については、
徳島バスの正規運賃の半額をJR四国が徳島バスに支払うこととする。

・ 区 間 ：阿南～浅川
＜取組イメージ＞

取組の効果
○ 徳島県南部地域の平均運行間隔時間が２０分以上短縮される。
○ 利便性向上に伴う利用者増等により、交通事業者の経営力が強化される。

利便性向上及び経営力の強化

対象区域
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